
政
令
第
三
百
十
六
号

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年

法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
百
二
十
八
条
第
五
項
及
び
第
百
三
十
七
条
の
十
五
第
六
項
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
百
四
条
第
六
項
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

第
一
条
・
第
二
条

（
略
）

（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

（
平
成
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令

附
則
第
二
条
の
二
を
附
則
第
二
条
の
三
と
し
、
附
則
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
厚
生
年
金
基
金
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
て
行
う
厚
生
年
金
代
行
給

付
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
老
齢
給
付
金
の
額
の
基
準
及
び
算
定
方
法
の
特
例
）

第
二
条
の
二

法

第
百
十
一
条
第
二
項
又
は
第
百
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
三

第
百
十
条
の
二
第
三
項
、



国
民

月
三
十
一
日
以
前
に
厚
生
年
金
基
金
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
事
業
主
等
が
給
付
を
行
う
老
齢
給
付
金
で
あ
っ
て
、

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
に
支
給
さ
れ
る
も
の
の
額

年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る

に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
に
定
め
る
基
準
及
び
第
二
十
四
条
に
定
め
る
算
定
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
老
齢
給
付
金
の

額
に
は
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
代
行
給
付
に
相
当
す
る
部
分
の
額
（
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十

八
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
並
び
に
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四

号
）
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
つ
い
て
老
齢
厚
生
年
金
の
全
部
又
は
一
部
の
支
給
を
停

止
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
額
を
除
く
。
）
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
を
含
ま
な
い

も
の
と
す
る
。

第
四
条

（
略
）

（
国
民
年
金
基
金
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
民
年
金
基
金
令
（
平
成
二
年
政
令
第
三
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
（
以
下
「
指
定
法
人
」

と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
法
人
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
法
人
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
う
ち
い
ず
れ

か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
同
項
の
指
定
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
法
人
」
に
、
「
前
項
各
号
」
を
「
同
項



各
号
」
に
、
「
、
同
項
の
指
定
を
」
を
「
同
項
の
指
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

基
金
が
法
第
百
二
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
業
務
の
う
ち
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
申
出
の
受
理
に

関
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
出
受
理
業
務
」
と
い
う
。
）
の
み
を
信
託
会
社
、
生
命
保
険
会
社
、
農
業
協

同
組
合
連
合
会
、
共
済
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
、
連
合
会
、
日
本
郵
政
公
社
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い

る
法
人
及
び
次
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
以
外
の
法
人
に
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
法
人
に
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

一

申
出
受
理
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
こ

と
。

二

申
出
受
理
業
務
を
確
実
に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

第
四
十
四
条
中
「
に
規
定
す
る
指
定
法
人
」
を
「
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
法
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
障
害
基
礎
年
金
と
老
齢
厚
生
年
金
等
の
併
給
が
可
能
と

な
る
こ
と
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
国
民
年
金
基
金
に
よ
る
業
務
の
委
託
に
係
る
規
制
の
緩
和
等

を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


